
小
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黒
須
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【
総
論
】
第
一
班

「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
と
は

は
じ
め
に

　
第
一
班
の
課
題
は
、
「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
講
義
で
の
報
告
お

よ
び
本
論
集
所
収
の
論
考
は
、
班
員
が
自
身
の
分
析
視
角
か
ら
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ

成
果
で
あ
る
。
本
稿
は
第
一
班
総
論
と
し
て
、
班
内
で
の
議
論
と
二
度
の
班
別
報
告
の
目
的

を
述
べ
、
各
論
を
理
解
す
る
一
助
と
し
た
い
。
ま
た
、
「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
と
い
う
問
題

に
関
す
る
若
干
の
知
見
を
加
え
、
各
論
相
互
の
関
係
を
示
す
こ
と
を
目
指
す
。

「
大
名
評
判
記
」
と
い
う
書
物

　
過
去
二
期
の
講
義
に
お
け
る
成
果
を
踏
ま
え
、
第
一
回
報
告
で
は
、
『
武
家
諌
言
記
』
の

成
立
過
程
を
検
討
し
た
、
。
一
連
の
グ
ル
ー
プ
学
習
・
討
論
は
、
『
土
芥
書
芸
記
』
の
歴
史

的
位
置
を
探
る
と
い
う
日
的
に
端
を
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
の
深
化
を
通
じ
て
「
大

名
評
判
記
」
諸
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
現
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
相
互
の
影
響
関
係

を
考
慮
し
た
上
で
、
個
々
の
「
大
名
評
判
記
」
を
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

今
年
度
講
義
で
は
、
深
沢
秋
男
「
如
是
子
の
『
堪
忍
記
』
（
1
）
～
（
3
）
」
が
配
布
さ
れ
た
〔
。

『
堪
忍
記
』
は
、
大
名
家
ご
と
に
知
行
高
、
当
主
、
居
城
を
冒
頭
に
記
し
、
後
継
の
有
無
、

知
行
形
態
、
物
成
や
領
内
の
様
子
と
い
っ
た
「
大
名
評
判
記
」
同
様
の
情
報
を
収
録
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
「
上
々
万
歳
」
か
ら
「
下
々
ノ
下
」
ま
で
の
評
価
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
現

存
す
る
『
堪
忍
記
』
に
は
著
者
名
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
如
鬼
子
作
と
い
う
説
の
妥
当
性
も

含
め
て
、
史
料
的
性
格
は
確
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
内
容
面
を
考
慮
す
る
と
、
同
書
と

「
大
名
評
判
記
」
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
の
成
立
時
期
に
関
し
て
、
『
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
所

収
の
論
考
は
、
『
武
家
諌
忍
事
』
が
類
書
に
先
行
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
見
解
で
一
致
し
て

い
る
。
『
武
家
諌
忍
記
』
は
、
〈
目
録
、
序
井
国
法
、
教
法
、
大
名
評
判
（
計
一
八
巻
）
〉

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
序
井
国
法
」
、
「
教
法
」
と
い
う
特
徴
的
な
項
目
を
も
つ
同
書

だ
が
、
大
名
評
判
は
『
武
家
勧
懲
記
』
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
な
ど
と
同
様
に
、
〈
デ
ー
タ
、

本
文
、
・
評
〉
と
い
う
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
『
堪
忍
記
』
の
内
容
は
、
〈
デ
ー
タ
V
部

に
相
当
す
る
。
別
な
項
目
を
立
て
ず
、
デ
ー
タ
と
と
も
に
記
す
大
名
評
価
の
あ
り
方
は
、

「
大
名
評
判
記
」
諸
本
と
異
な
る
『
堪
忍
記
』
の
特
色
で
あ
る
。
〈
デ
ー
タ
、
本
文
、
評
〉

の
区
別
を
「
大
名
評
判
記
」
の
基
本
的
な
構
成
と
す
る
と
、
『
堪
忍
記
』
を
分
析
の
姐
上
に
上

げ
て
も
、
『
武
家
諌
忍
記
』
が
「
大
名
評
判
記
」
の
初
発
に
近
い
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
ゆ
え

に
、
当
班
は
『
武
家
諌
忍
記
』
の
分
析
か
ら
、
「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
を
問
う
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
大
名
評
判
記
」
概
念
の
限
定
と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
書
物
の
形
式
が
も
つ
意
味

を
考
え
た
い
。
白
井
哲
哉
氏
は
日
本
近
世
に
お
け
る
地
誌
を
取
り
上
げ
、
本
文
の
記
述
内
容

だ
け
で
な
く
、
目
次
構
成
や
分
類
悪
日
と
い
っ
た
「
地
誌
の
“
か
た
ち
”
」
に
注
目
し
た
一
。

多
様
性
を
有
し
つ
つ
も
近
世
に
地
誌
が
編
纂
さ
れ
た
意
味
を
重
視
し
、
「
地
誌
編
纂
の
思
想
」

と
い
う
共
通
の
志
向
を
抽
出
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
の
個
性
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い

が
、
類
似
し
た
形
式
の
書
物
が
作
成
、
受
容
さ
れ
て
い
く
背
景
か
ら
、
時
代
性
を
窺
う
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。

　
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
「
大
名
評
判
記
」
の
年
代
記
載
は
、
盛
岡
藩
南
部
家
旧
蔵
『
武
家

諫
懲
記
後
正
』
叙
の
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
が
下
限
で
あ
る
（
。
こ
の
叙
で
は
、
享
保
一
一

（
一

ｵ
二
六
）
年
に
同
書
を
書
き
上
げ
た
後
、
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
、
寛
保
二
年
の

．
一
度
、
加
筆
改
訂
を
加
え
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
序
」
に
よ
る
と
、
同
書
は
「
寛
文
延

宝
之
間
」
以
来
の
先
行
す
る
類
書
を
参
照
し
た
と
い
う
。
加
筆
改
訂
を
経
て
も
、
「
大
名
評
判

記
」
の
体
裁
を
崩
し
て
い
な
い
点
は
注
旧
す
べ
き
で
あ
る
。
元
禄
期
に
は
、
「
後
正
」
と
い
う

形
式
の
新
た
な
「
大
名
評
判
記
」
、
『
諌
懲
二
品
』
も
作
成
さ
れ
る
。
二
百
余
の
大
名
に
つ
い

て
〈
デ
ー
タ
、
本
文
、
評
〉
を
記
す
「
大
名
評
判
記
」
が
必
要
と
さ
れ
た
意
味
か
ら
、
時
代

背
景
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
大
名
評
判
記
」
の
な
か
で
『
武
家
諌
忍
記
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

る
の
だ
ろ
う
か
。
「
大
名
評
判
記
」
の
“
か
た
ち
”
と
い
う
べ
き
構
成
面
に
お
け
る
同
書
の

特
徴
は
、
「
国
法
」
、
「
教
法
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
個
々
の
大
名
評
判
は
、
両
項
目
に

即
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
書
物
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
る
。
両
項
目

は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
の
作
成
意
図
、
評
者
像
に
迫
る
こ
と
が
出
来
る
素
材
な
の
で
あ
る
。

．
一
つ
目
の
特
徴
は
、
〈
デ
ー
タ
〉
部
の
記
載
が
簡
略
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
一
連
の
「
大
名
評

判
記
」
研
究
は
、
『
土
芥
憲
雌
記
』
が
一
七
世
紀
末
の
大
名
を
論
じ
る
史
料
と
し
て
無
批
判

2
一



に
使
用
さ
れ
て
き
た
研
究
状
況
へ
の
疑
問
に
端
を
発
し
て
い
る
。
先
行
研
究
の
あ
り
方
は
、

同
書
が
質
・
量
と
も
に
注
目
す
べ
き
情
報
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
客
観
的
情
報
の
「
質
」
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
「
大
名
評
判
記
」
に
膨
大
な
デ
ー
タ
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
意
味
が
見
え
な
く
な
る
。
こ
の
課
題
意
識
か
ら
、
当
班
は
〈
評
〉
だ
け
で
な

く
＜
デ
ー
タ
〉
部
の
分
析
に
も
力
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
特
徴
の
三
点
目
は
、
「
前
ノ
心

ヲ
以
テ
悟
知
ヌ
ヘ
シ
」
と
し
て
、
巻
｝
五
・
松
平
隆
綱
以
降
の
大
名
に
〈
評
〉
の
項
目
が

立
て
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
「
大
名
評
判
記
」
の
く
評
〉
に
つ
い
て
矢
森
小
映
子
は
、

『
土
芥
憲
離
記
』
と
、
『
武
家
生
蜜
記
』
、
『
武
家
勧
懲
記
』
、
『
御
惚
後
信
』
の
三
者
で
は

性
質
が
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
。
矢
森
は
、
後
三
者
が
大
名
の
明
確
な
善
悪
区
別
を

目
的
と
し
て
い
な
い
と
い
う
。
『
武
家
勧
懲
記
』
、
『
諫
懲
整
正
』
と
の
差
異
を
考
え
る
必

要
は
あ
る
が
、
『
武
家
諌
忍
記
』
を
単
な
る
大
名
評
価
が
日
的
の
書
物
と
捉
え
な
い
見
解
は

首
肯
で
き
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
評
者
が
評
を
付
し
た
意
図
で
あ
る
。
本
文
に
基
づ
い
て
評

を
加
え
て
い
る
『
武
家
諌
単
記
』
だ
が
、
同
書
は
「
本
文
ノ
作
者
、
曽
テ
善
不
善
ノ
考
ナ
キ

ト
見
ヘ
タ
リ
」
と
い
う
よ
う
な
、
本
文
へ
の
批
判
が
多
い
。
『
武
家
管
笛
記
』
評
者
は
、
自
身

の
見
聞
に
基
づ
い
た
批
判
も
加
え
つ
つ
、
読
者
に
情
報
の
取
捨
選
択
を
求
め
て
い
る
。
評
者

は
、
自
身
が
批
判
す
る
よ
う
な
〈
デ
ー
タ
〉
や
く
本
文
〉
も
、
敢
え
て
記
し
た
の
で
あ
る
。

『
武
家
諫
忍
記
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
〈
デ
ー
タ
〉
や
く
本
文
〉
に
対
す
る
評
者
の
批
判
が
あ

る
の
は
、
他
の
「
大
名
評
判
記
」
も
同
様
で
あ
る
。
膨
大
な
数
の
大
名
に
つ
い
て
〈
デ
ー
タ
、

本
文
、
評
〉
を
記
す
と
い
う
構
成
を
堅
持
す
る
、
「
大
名
評
判
記
」
が
そ
の
書
物
全
体
と

し
て
持
つ
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
綱
川
論
文
は
、
「
大
名
評
判
記
」

成
立
の
前
提
と
な
る
情
報
収
集
に
注
目
し
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
大
名
評
判
記
」
の
特
質
を
考
え
る
格
好
の
素
材
と
し
て
『
堪
忍
記
』
が
挙
げ

ら
れ
る
。
『
武
家
諌
実
記
』
と
デ
ー
タ
面
で
の
近
似
性
を
も
つ
も
の
の
、
“
か
た
ち
”
が
大
き

く
異
な
る
同
書
の
存
在
は
、
「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
を
「
大
名
評
判
記
」
だ
け
か
ら
検

討
す
る
こ
と
の
不
十
分
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
島
田
論
文
に
よ
る
検
討
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。

二
『
武
家
諫
忍
記
』
諸
本
の
存
在
　
－
加
筆
か
作
成
か
一

　
今
年
度
講
義
に
お
け
る
各
班
の
報
告
を
通
じ
て
、
『
武
家
諌
忍
記
』
諸
本
の
系
統
把
握
が

深
化
し
た
。
当
班
も
黒
須
・
綱
川
が
〈
デ
ー
タ
〉
部
の
表
記
を
検
討
し
、
〈
聖
訓
本
・
池
田
本

・
刈
谷
本
ほ
か
〉
に
大
別
で
き
る
と
指
摘
し
た
。

　
『
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
の
調
査
一
覧
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

各
「
大
名
評
判
記
」
は
複
数
の
写
本
が
伝
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
大
多
数
は
旧
大
名
家
の

蔵
書
で
、
中
に
は
複
数
の
「
大
名
評
判
記
」
を
所
蔵
し
て
い
た
大
名
家
も
あ
る
。
今
後
そ
れ

ぞ
れ
の
「
大
名
評
判
記
」
に
つ
い
て
、
読
み
方
や
用
途
の
差
異
と
い
っ
た
受
容
面
を
、
大
名

家
文
書
・
蔵
書
全
体
の
な
か
で
位
置
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
受
容
の
問
題
は
、
編
者
・
評
者
と
い
っ
た
「
大
名
評
判
記
」
作
成
者
に
つ
い
て
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
『
諫
懲
後
鞘
』
は
「
後
正
」
と
い
う
表
題
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
先
行
す
る
「
大
名
評
判
記
」
の
存
在
を
前
提
に
し
た
増
補
改
訂
版
と
い
う
べ
き
性
格

を
も
つ
。
作
成
時
点
の
状
況
を
記
す
「
大
名
評
判
記
」
は
、
同
時
代
性
を
持
つ
書
物
で
あ
る
。

年
齢
、
所
領
と
い
っ
た
情
報
は
勿
論
の
こ
と
、
生
出
や
行
跡
の
評
価
も
、
そ
の
時
々
の
事
象

を
勘
案
し
た
訂
正
の
必
要
が
生
じ
う
る
。
諸
本
に
み
ら
れ
る
記
述
の
差
異
は
当
然
の
産
物
で

あ
り
、
同
じ
『
武
家
蔓
忍
記
』
の
な
か
で
も
養
鞘
堂
文
庫
本
の
よ
う
に
加
筆
が
な
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
。
し
か
し
、
『
黒
焼
後
正
』
の
「
後
園
」
と
い
う
形
式
は
、
先
行
す
る
「
大
名
評
判

記
」
の
“
か
た
ち
”
と
齪
酷
し
な
い
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
る
。
『
武
家
諌
忍
記
』
養
賢
堂
文
庫

本
も
、
『
武
家
配
管
記
』
と
い
う
枠
内
で
加
筆
修
正
を
施
し
て
い
る
。
「
大
名
評
判
記
」
と
し

て
の
類
似
性
、
『
武
家
諫
忍
記
』
や
『
武
家
勧
懲
記
』
個
々
の
特
色
、
こ
の
双
方
を
総
合
的
に

捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
書
物
へ
の
加
筆
改
訂
と
い
う
問
題
を
、
幕
府
に
よ
る
国
絵
図
作
成
事
業
か
ら
考
え

て
み
た
い
。
杉
本
史
子
氏
は
、
領
分
図
と
し
て
の
本
質
が
重
き
を
な
し
て
い
た
正
保
国
絵
図

に
対
し
、
元
禄
国
絵
図
が
国
境
把
握
を
目
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
を
指
摘
し
、

後
者
に
紛
争
の
裁
定
者
日
「
公
儀
」
た
ろ
う
と
す
る
幕
府
の
意
図
を
み
た
（
。
国
絵
図
の
差
異

を
作
成
事
業
と
の
関
連
で
捉
え
、
そ
れ
を
主
導
し
た
幕
府
の
意
図
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

先
行
す
る
類
書
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
「
大
名
評
判
記
」
で
も
、
情
報
が
取
捨
選
択
さ
れ

て
い
る
。
「
教
法
」
、
「
国
法
」
と
い
っ
た
項
目
自
体
の
脱
落
も
あ
る
よ
う
に
、
各
「
大
名
評
判

記
」
の
目
的
や
要
請
に
は
少
な
か
ら
ず
差
異
が
あ
る
。
あ
る
段
階
で
得
ら
れ
た
情
報
を
、
そ

の
目
的
に
対
応
す
る
形
へ
と
変
化
さ
せ
て
、
新
た
な
「
大
名
評
判
記
」
が
作
成
さ
れ
た
り
、

加
筆
・
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
当
班
は
、
第
二
回
班
別
報
告
で
も
引
き
続
き
『
武
家
諌
漏
電
』
を
中
心
に
検
討
し
た
。
写

本
間
の
異
同
を
明
確
に
し
た
上
で
、
同
じ
く
『
武
家
諌
忍
記
』
と
し
て
存
在
す
る
意
味
を
考

え
、
「
大
名
評
判
記
」
に
お
け
る
『
武
家
諌
忍
記
』
の
位
置
付
け
を
図
ろ
う
と
試
み
た
の
で
あ

る
。
こ
の
背
景
に
は
、
『
武
家
唾
壷
記
』
の
規
定
性
（
枠
）
と
、
多
様
性
（
幅
）
を
明
ら
か
に

翫
一



し
ょ
う
と
い
う
目
的
が
あ
る
。

　
「
大
名
評
判
記
」
の
作
成
や
修
正
の
際
、
「
教
法
」
な
ど
の
項
目
は
、
自
身
と
思
想
的
に
齪

齪
し
な
い
場
合
は
必
ず
し
も
変
化
さ
せ
る
必
要
が
無
い
。
↓
方
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
生

じ
る
代
替
わ
り
や
所
領
の
変
化
な
ど
は
、
修
正
し
な
け
れ
ば
事
実
と
齪
酷
し
て
し
ま
う
。
こ

う
し
た
点
の
修
正
は
、
「
大
名
評
判
記
」
の
情
報
が
同
時
代
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
避
け
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
黒
須
論
文
は
、
情
報
の
同
時
代
性
と
い
う
「
大
名
評
判
記
」
の
特
徴
に
注
目

し
、
諸
本
の
作
成
年
代
を
探
る
。

　
ま
た
、
「
大
名
評
判
記
」
を
特
徴
付
け
る
項
目
で
あ
る
大
名
評
判
〈
評
〉
は
、
〈
本
文
〉
に

基
づ
い
て
論
じ
る
形
式
を
と
り
つ
つ
も
本
文
に
拘
泥
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
く
本
文
〉
と
評

者
の
持
つ
情
報
の
差
異
を
示
し
て
い
る
が
、
〈
本
文
〉
が
ど
れ
だ
け
正
確
な
情
報
を
記
し
た
と

し
て
も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
新
た
な
判
断
材
料
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
小

田
論
文
は
、
〈
評
〉
に
お
け
る
新
規
情
報
の
追
加
を
検
討
し
、
新
た
な
「
大
名
評
判
記
」
作
成

で
は
な
く
、
『
武
家
諌
忍
記
』
の
写
本
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
た
。
，

【
注
】

ω
a
『
『
土
芥
冠
首
記
』
の
基
礎
的
研
究
』
（
研
究
代
表
者
　
若
尾
政
希
、
二
〇
〇
四
年
）
、
b
『
「
大
名
評

　
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
（
研
究
代
表
者
　
若
尾
政
希
、
二
〇
〇
六
年
）
。

②
深
沢
秋
男
「
如
量
子
の
『
堪
忍
記
』
（
1
）
～
（
3
）
」
（
『
近
世
初
期
文
芸
』
六
～
八
、
　
一
九
八
九
～
九

　
一
年
）
。

㈹
白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』
（
乱
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
。

ω
若
尾
政
希
「
『
大
名
評
判
記
』
諸
本
に
つ
い
て
」
（
註
1
b
所
収
）
。

㈲
矢
森
小
映
・
r
「
『
武
家
諫
忍
記
』
『
武
家
勧
懲
記
』
『
土
芥
竃
旧
記
』
『
諫
懲
後
正
』
諸
本
の
比
較
」
（
註
1

　
b
所
収
）
。

⑥
杉
本
史
f
「
国
絵
図
作
成
事
業
と
近
世
国
家
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
八
八
、
一
九
八
八
年
）
。

【
付
記
】

講
義
開
始
時
の
班
編
成
で
は
、
本
論
集
に
論
考
を
執
筆
し
た
四
名
の
他
に
、
二
月
辰
郎
が
第
↓
班
に
所

属
し
て
い
た
。
鵜
月
は
今
年
度
講
義
に
お
い
て
、
『
土
芥
冠
離
記
』
表
題
へ
の
注
目
と
い
う
視
角
か
ら
、

「
大
名
評
判
記
」
の
な
か
で
異
質
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
同
書
の
再
検
討
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
た
。
本
総
論
は
、
鵜
月
も
含
ん
だ
五
名
で
の
議
論
に
基
づ
き
作
成
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

お
わ
り
に

　
本
稿
は
第
↓
班
総
論
と
し
て
、
班
別
報
告
の
目
的
と
各
論
の
位
置
付
け
を
述
べ
た
。

　
班
内
に
お
け
る
議
論
で
は
、
現
存
す
る
「
大
名
評
判
記
」
の
存
在
形
態
を
ど
う
捉
え
る
か

が
焦
点
と
な
っ
た
。
後
掲
の
各
論
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
か
ら
『
土
芥
憲
雌
記
』
、
『
諫
懲
後
正
』

と
い
っ
た
多
様
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
各
「
大
名
評
判
記
」
の
写
本
が
作
成
さ
れ
、
修
正
が

加
え
ら
れ
る
意
味
を
個
々
の
班
員
が
考
え
た
成
果
で
あ
る
。
．
一
百
余
の
大
名
を
収
録
す
る
大

部
の
書
物
「
大
名
評
判
記
」
を
、
必
要
な
情
報
の
抜
粋
で
は
な
く
写
本
と
し
て
作
成
し
た
理

由
、
複
数
の
異
本
を
所
蔵
し
た
理
由
な
ど
、
解
明
す
べ
き
課
題
は
多
く
残
っ
て
い
る
。
今
年

度
講
義
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
至
る
過
程
と
し
て
、
「
大
名
評
判
記
」
の
成
立
を
『
武
家
諫

忍
記
』
の
検
討
か
ら
考
察
し
た
。

　
今
後
新
た
な
「
大
名
評
判
記
」
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
現
時
点
で
の
結
論

に
は
仮
説
的
な
要
素
も
含
ん
で
い
る
。
今
回
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
作
成
・
受
容
の
両
側
面

か
ら
「
大
名
評
判
記
」
の
性
格
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
、
班
員
個
々
の
目
標
で
あ
る
。

↑
一

（
文
責
・
小
田
　
真
裕
）


